
令和７年度 八戸市危険空き家等除却事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、老朽化等により周辺に悪影響を及ぼしている、または、その恐れがある

危険な空き家の解体を促進し、暮らしやすい住環境の形成を推進するため、空き家の解体

に要する経費に対し、予算の範囲内で八戸市危険空き家等除却事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付については、八戸市補助金等の交付に関する規則

（昭和 61年八戸市規則第１号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き家 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127 号。以下「空家法」とい

う。）第２条第１項に規定する空家等をいう。 

(2) 特定空家等 

  空き家のうち、空家法第２条第２項に規定する特定空家等（自主的な対応が可能な

者に対する空家法第 22条第３項に規定する命令に係る部分を除く。）として市長が認

めるものをいう。 

(3) 所有者等 

空き家の所有者で次のいずれかに該当する者（個人に限る。）をいう。 

ア 不動産登記事項証明書に所有者として登記されている者 

    イ 固定資産課税台帳に所有者として登録されている者 

    ウ ア又はイの相続人 

(4) 居住誘導区域 

都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 81 条第２項第２号に規定する居

住誘導区域であって、八戸市立地適正化計画（令和６年改定）により定められた区域を

いう。 

(5) 無接道敷地 

   建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 43条第１項の接道要件を満たさず、かつ、

同条第２項の規定による特定行政庁の認定又は許可を得ていない敷地をいう。ただし、

空き家が存する敷地の隣接地を自己が所有している場合には、その隣接地も含めて一

体の敷地とみなした上で、無接道敷地の可否を判断するものとする。 

 

（補助対象者） 

第３ 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する者をいう。 

(1) 所有者等であること。ただし、申請者以外に当該空き家の共有者又は相続権を有する

者（以下「権利関係者」という。）が存する場合には、権利関係者全員の同意を得てい

ること。 

(2) 八戸市に納付すべき市税（市民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税をい

う。以下同じ。）を滞納していないこと。（補助対象世帯の構成員全員） 

(3) 八戸市暴力団排除条例（平成 23 年八戸市条例第 48 号）第２条第２号に規定する暴力



団員でないこと。（補助対象世帯の構成員全員） 

(4) 除却工事の実施にあたり、国及び地方公共団体等からの補助を併せて受けていないこ

と。 

(5) 過去に当該補助金の交付を受けていない者。 

 

（補助対象空き家） 

第４ 補助金の交付の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は、次の各号

の全てに該当するものとする。 

(1) 市内に所在し、空き家となっている住宅（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床

面積の 1/2 未満の店舗等併用住宅を含む。）であること。 

(2) 八戸市特定空家等判断基準（令和４年策定）に規定する特定空家等判定票Ａに基づく

評点の合計が 100 点以上であって、かつ、当該空き家が倒壊又は部材が落下した場合

等に、周辺の建築物や通行人等に対し保安上危険となるおそれがあり、その危険等の

影響度や切迫性が高いと判定された空き家であること。 

(3) 所有権以外の私権が設定されていないこと。 

(4) 故意に破損させたものでないこと。 

 

（補助対象工事） 

第５ 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象空き家の全部

を除却し、敷地を更地にする工事とする。 

 ２ 補助対象工事は、市内に本店、支店等を有する法人または個人事業主であってかつ、

次のいずれかに該当する者に請け負わせるものとする。 

ア 建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第３条の規定による建設業の許可（土木工事

業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。）を受けた者 

  イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）第 21条

の規定による解体工事業者の登録を受けた者 

３ 補助対象工事は、第 10 第１項の交付決定後に着手するものとする。 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第６ 補助の対象となる経費（消費税及び地方消費税の額を除く。以下「補助対象経費」と

いう。）は、補助対象工事に要する費用とする。 

２ 補助額は補助対象経費に５分の４を乗じて得た額（1,000 円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額。）とし、上限額は次の表に掲げる額とする。 

区分 上限額 

居住誘導区域内 無接道敷地 40 万円 

  30 万円 

居住誘導区域外 無接道敷地 30 万円 

  20 万円 

 

（事前調査等） 

第７ 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするにあたり、補助を受けようとする住宅



が補助対象空き家の要件を満たしていることを確認するため、八戸市危険空き家等除却事

業補助金事前調査申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出するも

のとする。 

(1) 誓約書（別記第２号様式） 

(2) 建物の登記事項証明書又は納税通知書（固定資産課税明細書） 

(3) 建物の位置図 

(4) 建物の現況写真（撮影年月日が明示されたもの） 

(5) 申請者が相続人の場合には、所有者との関係が分かる書類（戸籍等） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請の受付期間は、令和７年５月７日から令和７年 11 月 21 日までとする。 

３ 市長は、第１項の申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、補助対象空き家

に該当するかどうかを判定し、八戸市危険空き家等除却事業補助金事前調査・判定結果通

知書（別記第３号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

 

（交付の申請等） 

第８ 第７の規定により補助対象空き家に該当すると判定を受けた空き家について補助金

の交付を受けようとする者は、補助対象工事の実施前に八戸市危険空き家等除却事業補助

金交付申請書（別記第４号様式）に次の各号に掲げる必要な書類を添えて市長に提出する

ものとする。 

(１)市税の納付状況を公簿等により確認することに対する同意書（別記第５号様式） 

(２)当該空き家に関する共有者同意書（別記第６号様式。共有者等がいる場合のみ） 

(３)不動産登記法第 14 条地図又は公図（無接道敷地の場合のみ） 

(４)隣接する全ての土地の登記事項証明書（無接道敷地の場合のみ） 

(５)解体工事の見積書の写し 

(６)通帳等（金融機関名、店名、口座番号及び名義人が記載されたもの）の写し 

(７)委任する場合は委任状 

(８)その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請の受付期間は、令和７年５月７日から令和７年 12 月 12 日までとする。 

３ 受付は、先着順とし、予算の額に達した場合は申請の受付期間終了日を待たずに打ち切

ることができる。 

 

（申請の取下げ） 

第９ 第８の規定による申請の取下げをするときは、八戸市危険空き家等除却事業補助金

申請取下届（別記第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第 10 市長は第８に規定する申請書を受理した場合において、当該申請書の内容を審査の

上、補助金の交付を決定したときは八戸市危険空き家等除却事業補助金交付決定通知書

（別記第８号様式）により、補助金の不交付を決定したときは八戸市危険空き家等除却事

業補助金不交付決定通知書（別記第９号様式）により、当該申請をした者に通知するもの

とする。 



２ 市長は、前項の規定により交付を決定した場合でも、第 13の規定による完了報告が期

限までに提出されなかったときは、当該交付の決定を取り消すことができるものとする。  

３ 市長は、既に決定した交付決定額の合計に申請額を加えた額が予算の範囲を超える場

合、当該申請者に対する交付決定額を予算の範囲内まで減額することができる。 

 

（申請内容の変更） 

第 11 第 10 の規定による補助金交付決定通知を受けた者（以下｢補助決定者｣という。）は、

当該決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに八戸市危険空き家等除却事

業補助金変更承認申請書（別記第 10 号様式）にその内容を確認することができる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、

八戸市危険空き家等除却事業補助金変更承認通知書（別記第 11号様式）により、当該申

請者に通知するものとする。 

３ 第１項において、補助決定者が死亡した場合は、当該補助決定者の相続人を補助決定者

に読み替えるものとする。 

 

（交付の辞退） 

第 12 補助決定者は、当該交付決定通知を受けた後において補助金の交付を辞退するとき

は、速やかに八戸市危険空き家等除却事業補助金辞退届（別記第 12 号様式）を市長に提

出しなければならない。 

２ 前項において、補助決定者が死亡した場合は、当該補助決定者の相続人を補助決定者に

読み替えるものとする。 

 

（完了の報告） 

第 13 補助決定者は、補助金の交付決定に係る事業が完了したときは、八戸市危険空き家

等除却事業補助金事業完了報告書（別記第 13 号様式）に次の各号に掲げる必要な書類を

添えて、令和８年２月 13日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象工事の工事請負契約書の写し 

(2) 補助対象工事の支出に係る領収書の写し 

(3) 施工後の写真（撮影年月日が明示されたもの） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の確定） 

第 14 市長は、第 13 の報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査するとともに、

必要に応じて現地調査等により事業の完了を確認した上で補助金の額を確定し、八戸市危

険空き家等除却事業補助金確定通知書（別記第 14 号様式）により補助決定者に通知する

ものとする。 

 

（補助金の交付） 

第 15 市長は、第 14 に規定する通知を発した日から 20 日以内に補助決定者に補助金を交

付するものとする。 



 

（その他） 

第 16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

 附 

この要綱は、令和７年４月７日から実施する。 

 

 

 

 

 


